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農業高校の「創立50周年・校舎落成記念式典」を開催 
 

　農業高校は、昭和25年に中標津高等学校の分校として開校、計根別高校

を経て昭和42年に中標津農業高校と改称しました。式典は、勇壮な農高太
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込んだ校旗が厳粛に入場。宮崎康弘校長は「21世紀を背負うあなた方が、

地域社会に立派に通用する成人に成長してくれることを願っています」と

式辞を述べました。 
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東
町
内
会
子
ど
も
 

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
開
催
 

　
さ
わ
や
か
な
秋
空

の
休
日
、
東
町
内
会

（
渡
部
勝
栄
会
長
）

で
は
子
ど
も
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
を
開
催
し

ま
し
た
。
 

　
地
域
の
子
ど
も
た

ち
が
、
ゲ
ー
ム
や
ヨ

ー
ヨ
ー
釣
り
を
楽
し

ん
だ
後
、
お
父
さ
ん

た
ち
が
作
っ
た
焼
き

と
り
や
ジ
ン
ギ
ス
カ

ン
で
地
域
の
交
流
を

深
め
ま
し
た
。
 

地球が丸く見える

9

赤
い
羽
根
共
同
募
金
始
ま
る
 

　
福
祉
の
充
実
を
願
っ
て
募

金
を
呼
び
か
け
る
、
赤
い
羽

根
共
同
募
金
運
動
が
今
年
で

五
十
五
回
目
を
迎
え
、
町
内

で
も
共
同
募
金
会
中
標
津
町

分
会
主
催
に
よ
る
赤
い
羽
根

共
同
募
金
が
、
大
型
店
舗
前

で
行
わ
れ
ま
し
た
。
募
金
協

力
の
呼
び
か
け
に
足
を
止
め

た
買
い
物
客
が
心
良
く
善
意

の
寄
附
を
し
て
い
ま
し
た
。
 

地球が丸く見える
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平
成
六
年
十
月
四
日

発
生
の
北
海
道
東
方
沖

地
震
を
教
訓
に
、
白
樺

町
内
会
の
協
力
の
も
と
、

大
規
模
災
害
を
想
定
し

た
避
難
訓
練
を
実
施
し

ま
し
た
。
避
難
訓
練
や

炊
き
だ
し
訓
練
、
消
火

訓
練
の
他
、
消
防
署
員

に
よ
る
救
急
法
の
訓
練

も
行
わ
れ
、
参
加
し
た

住
民
約
二
百
人
が
各
訓

練
に
真
剣
に
取
り
組
ん

で
い
ま
し
た
。
 

　
ひ
か
り
幼
稚
園
と
第
二
ひ

か
り
幼
稚
園
の
家
庭
教
育
学

級
の
皆
さ
ん
に
「
町
の
第
五

期
総
合
発
展
計
画
出
前
講
座
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
参
加
し

た
約
六
十
人
は
、
町
の
将
来

計
画
の
説
明
を
受
け
た
後
「
ゴ

ミ
の
料
金
や
児
童
館
、
保
育

所
の
配
置
計
画
」
な
ど
の
身

近
な
問
題
に
つ
い
て
質
問
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
出
前
講

座
は
、
十
二
月
ま
で
受
付
中
。

詳
し
く
は
企
画
財
政
課
ま
で
。
 

地球が丸く見える
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宇
宙
飛
行
士
 

毛
利
衛
さ
ん
講
演
 

 （
社
）中
標
津
青
年
会

議
所
創
立
二
十
五
周
年

記
念
事
業
と
し
て
、
宇

宙
飛
行
士
の
毛
利
衛
さ

ん
に
よ
る
特
別
講
演

「
宇
宙
か
ら
の
贈
り

物
」
を
、
し
る
べ
っ
と

で
開
催
し
ま
し
た
。
管

内
四
町
の
小
学
生
約
千

人
が
熱
心
に
聞
き
入
る

中
、
毛
利
さ
ん
は
「
地

球
環
境
を
守
る
こ
と
は

今
か
ら
で
も
遅
く
な

い
」
と
話
し
て
い
ま
し

た
。
 

地球が丸く見える

9
27

9

「
第
五
期
中
標
津
町
総
合
発
展
計
画
」 

  

出
前
講
座
開
催 

地球が丸く見える

大規模災害想定 
避難訓練 

4
10



写
真
を
ご
希
望
の
か
た
に
ネ
ガ
を
お
貸
し
し
ま
す
。 

楽
し
く
芸
能
発
表
会
 

地球が丸く見える

作
家
 

佐
々
木
譲
さ
ん
講
演
 

地球が丸く見える

10

　
中
標
津
町
教
育
委

員
会
主
催
に
よ
る

「
第
一
回
ク
ロ
ス
カ

ン
ト
リ
ー
・
リ
レ
ー

ｉ
ｎ
ゆ
め
の
森
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

紅
葉
真
っ
盛
り
の
道

立
ゆ
め
の
森
公
園
を

会
場
に
し
て
、
一
チ

ー
ム
五
名
が
約
二
〜

三
キ
ロ
の
コ
ー
ス
を

た
す
き
リ
レ
ー
し
な

が
ら
順
位
を
競
い
、

中
学
生
男
子
の
部
で

は
「
広
陵
中
二
年
男

子
」
が
優
勝
を
飾
り

ま
し
た
。
 

　
根
室
支
庁
主
催
に
よ

る
「
福
祉
ふ
れ
あ
い
フ

ェ
ス
タ
２
０
０
１
」
が

中
標
津
高
等
養
護
学
校

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

り
ん
ど
う
園
デ
ィ
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
の
方
や
Ｎ

Ｐ
Ｏ
応
援
利
用
者
の
方
、

各
老
人
ク
ラ
ブ
、
養
護

学
校
生
徒
、
身
体
障
害

者
福
祉
協
会
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
な
ど
が
参

加
。
講
演
の
後
、
ス
ポ

ー
ツ
交
流
や
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
意
見
交
換
会
を
行

い
ま
し
た
。
 

 

地球が丸く見える

14

　
南
俵
橋
地
域
住
民

約
七
十
人
が
集
い
、

一
年
間
の
収
穫
に
対

す
る
感
謝
の
心
と
、

明
日
の
酪
農
の
発
展

を
願
っ
て
収
穫
祭
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
参

加
し
た
酪
農
家
は
、

天
候
不
順
で
心
配
さ

れ
た
牧
草
の
収
穫
は

ま
ず
ま
ず
の
出
来
で
、

ホ
ッ
と
し
て
い
る
と

話
し
て
い
ま
し
た
。
 

南俵橋地区で 
収穫祭 

ゆめの森公園で 
「クロスカントリー・リレー大会」 

地球が丸く見える

6
10

10

10

10
地球が丸く見える

20
ひろげてね、みんなの気持 
やさしい気持ち 

10

10

 

 
（
社
）中
標
津
青
年
会
議

所
公
開
例
会
が
町
内
の
ホ

テ
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

公
開
例
会
で
は
、
作
家
で

町
内
に
仕
事
場
を
持
つ
佐
々

木
譲
さ
ん
が
「
北
方
四
島

と
私
」
と
題
し
て
講
演
。

父
親
が
択
捉
島
出
身
と
い

う
佐
々
木
さ
ん
は
ビ
ザ
な

し
交
流
な
ど
で
、
択
捉
、

国
後
を
訪
問
。
「
北
方
四

島
全
域
を
国
立
公
園
に
し
、

現
島
民
と
混
住
を
」
と
提

言
し
て
い
ま
し
た
。
 

　
町
内
の
老
人
ク
ラ

ブ
連
合
会
主
催
に
よ
る
、

老
人
親
睦
芸
能
発
表

会
が
し
る
べ
っ
と
大

ホ
ー
ル
で
開
か
れ
、

コ
ー
ラ
ス
や
舞
踊
、

民
謡
に
歌
謡
曲
な
ど

各
老
人
ク
ラ
ブ
か
ら

出
場
し
た
方
々
が
、

楽
し
い
舞
台
を
作
り

上
げ
て
い
ま
し
た
。

第
一
老
人
ク
ラ
ブ
の
、

今
年
、
満
九
十
八
歳
に
な
る
横
内
峯
さ
ん
が
、
元
気
に
一

万
歩
桜
を
十
八
人
の
会
員
と
一
緒
に
踊
る
と
、
観
客
席
か

ら
ひ
と
き
わ
大
き
な
拍
手
が
湧
い
て
い
ま
し
た
。
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私
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
は
、
所
得
税
や
相
続
税
、
自
動
車
税
、
消
費
税
、
固
定
資
産
税
、
住
民
税
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
税
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。 

日
本
国
憲
法
第
三
十
条
に
は
「
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義
務
を
負
ふ
」
ま
た
、
地
方
自
治
法
第

十
条
第
二
項
で
は
、
「
住
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
属
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
役
務
の
提
供
を
ひ

と
し
く
受
け
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
負
担
を
分
任
す
る
義
務
を
負
う
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
基
本
的
権
利
と
納

税
義
務
を
規
定
し
て
い
ま
す
。 

国
や
地
方
自
治
体
が
活
動
す
る
た
め
に
は
、
た
く
さ
ん
の
資
金
が
必
要
で
す
が
、
そ
の
主
要
な
財
源
は
、
私
た
ち
の
税
金
に

よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
税
金
は
社
会
（
ま
ち
づ
く
り
）
に
参
加
す
る
た
め
の
会
費
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。 

私
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
、
道
路
、
公
園
整
備
な
ど
個
人
や
民
間
団
体
の
活
動

だ
け
で
は
賄
う
こ
と
の
で
き
な
い
公
共
施
設
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
で
す
。 

私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
公
共
施
設
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
負
担
す
る
た
め
税
金
を
納
め
て
い
る
の
で
す
。 

と 

医療に 福祉に 

教育に 

道路整備に 
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町
民
の
皆
さ
ん
へ
！ 

 

　
税
金
、
利
用
料
金
等
の
支
払
を
最
優

先
に
考
え
、
少
な
い
年
金
の
中
か
ら
や

り
繰
り
し
た
り
、
苦
し
い
家
計
の
中
か

ら
、
町
に
納
め
て
い
る
善
良
な
町
民
の

方
々
が
怒
っ
て
い
ま
す
。 

　｢

八
九
・
二
％｣

？
、｢

二
億
六
千
九

百
万
円｣

？
、｢

一
三
二
位｣

？ 

　
大
変
残
念
な
こ
と
で
す
が
平
成
十
二

年
度
の
町
税
の
収
納
率
と
滞
納
と
な
っ

て
い
る
町
税
の
総
額
、
そ
し
て
一
三
二

位
は
全
道
一
七
八
町
村
の
中
の
中
標
津

町
の
収
納
率
の
順
位
で
す
。 

　
子
供
が
学
校
に
行
っ
て
い
る
か
ら
、

家
の
ロ
ー
ン
・
車
の
ロ
ー
ン
が
あ
る
か

ら
な
ど
の
個
人
的
な
理
由
は
納
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
理
由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
ん
な
こ
と
が
正
当
な
滞
納
理
由
と
し

て
ま
か
り
通
る
と
な
れ
ば
、
誰
だ
っ
て

個
人
の
こ
と
を
優
先
す
る
こ
と
と
な
り
、

本
来
、
ど
ん
な
支
払
よ
り
も
優
先
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
税
金
等
の
支
払
が
二

の
次
に
さ
れ
、
集
団
社
会
、
自
治
体
そ

の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

 

　
憲
法
に
は
「
国
民
は
、
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義
務
を
負

ふ
」
と
定
め
ら
れ
、
地
方
自
治
法
に
は

「
住
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
属
す
る
普
通
地
方
公
共
団

体
の
役
務
の
提
供
を
ひ
と
し
く
受
け
る

権
利
を
有
し
、
そ
の
負
担
を
分
任
す
る

義
務
を
負
う
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
基
本
的
権
利
と
納
税
義
務
を

規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

　
滞
納
者
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ

と
は
、
納
税
義
務
を
果
た
さ
ず
に
権
利

を
主
張
す
る
こ
と
を
黙
認
す
る
こ
と
と

な
り
、
よ
っ
て
町
税
等
を
滞
納
し
か
つ

納
付
に
つ
い
て
著
し
く
誠
実
性
を
欠
く

者
に
対
し
て
は
、
善
良
な
町
民
の
信
頼

の
確
保
と
税
等
負
担
の
公
平
性
の
確
保

の
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
町
税

等
の
収
納
に
つ
い
て
は
、
断
固
た
る
姿

勢
で
当
た
っ
て
ま
い
り
ま
す
し
、
全
職

員
に
対
し
て
も
毅
然
と
し
た
態
度
で
臨

む
こ
と
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。 

 

　
国
の
財
政
は
破
綻
し
、
地
方
公
共
団

体
の
財
政
危
機
は
本
町
に
お
い
て
も
例

外
で
は
な
く
、
長
引
く
景
気
の
低
迷
に

よ
り
自
主
財
源
の
根
幹
を
な
す
町
税
に

僅
か
な
伸
び
も
期
待
で
き
ず
、
国
か
ら

交
付
さ
れ
る
地
方
交
付
税
は
数
億
円
単

位
で
減
額
さ
れ
、
一
方
、
地
方
公
共
団

体
は
、
地
域
に
お
け
る
行
政
を
自
主
的

か
つ
総
合
的
に
担
う
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
、
少
子
・
高
齢
社
会
に
向
け
た
総
合

的
な
地
域
福
祉
施
策
、
資
源
循
環
型
社

会
の
構
築
等
の
環
境
施
策
、
老
朽
化
し

た
教
育
施
設
の
整
備
、
生
活
関
連
社
会

資
本
の
整
備
等
の
重
要
政
策
課
題
が
山

積
し
て
お
り
、
大
変
厳
し
い
財
政
運
営

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
今
ま
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の

多
種
多
様
な
要
望
や
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
経
費
は
、
経
済
成
長
に
よ
る
税

や
地
方
交
付
税
の
増
収
に
よ
っ
て
賄
わ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は
国
の
「
骨

太
の
方
針
」
同
様
、
事
務
事
業
の
大
胆

な
見
直
し
改
革
が
必
要
で
あ
り
、
町
民

の
皆
さ
ん
に
は
、
必
要
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
経
費
は
、
受
益
の
限
度
、
応
能
・

応
益
の
状
況
に
よ
り
負
担
い
た
だ
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　
去
る
十
月
二
十
二
日
、
町
長
を
本
部

長
と
し
、
町
職
員
全
員
が
推
進
員
と
な

っ
て
、
未
納
者
、
滞
納
者
に
関
す
る
情

報
を
共
有
し
、
全
庁
あ
げ
て
未
納
、
滞

納
の
解
消
を
図
る
た
め
、
町
税
等
収
納

向
上
対
策
推
進
本
部
を
設
置
し
ま
し
た
。 

本
部
で
は
、
自
主
納
付
向
上
の
た
め
の

取
組
、
徴
収
体
制
の
強
化
、
滞
納
処
分

の
強
化
と
民
事
訴
訟
の
導
入
を
図
る
ほ

か
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
な
ど
滞
納

対
抗
措
置
の
検
討
を
行
い
、
行
政
に
対

す
る
信
頼
の
確
保
と
税
等
負
担
の
公
平

性
の
確
保
に
最
善
の
努
力
を
し
て
ま
い

り
ま
す
。 

　
私
は
、
こ
の
度
、
全
職
員
に
滞
納
者

に
は
納
税
等
の
督
励
を
基
本
に
、
滞
納

者
か
ら
正
常
の
納
税
者
に
な
っ
て
い
た

だ
く
た
め
の
指
導
の
徹
底
と
、
正
当
な

理
由
も
な
く
長
期
に
わ
た
り
滞
納
を
続

け
て
い
る
方
に
対
し
て
は
、
差
押
え
な

ど
の
滞
納
処
分
を
進
め
て
い
く
こ
と
は

何
ら
不
都
合
で
も
な
く
、
職
員
の
使
命

で
あ
る
と
意
識
の
改
革
を
求
め
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。 

　
し
か
し
、
滞
納
者
の
中
に
は
災
害
や

失
業
等
の
事
情
が
あ
っ
て
納
期
内
に
納

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
も
い
ら
っ
し

ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
一
度
に
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
分
納
の
方
法
も
あ
り

ま
す
。
決
し
て
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
税

や
各
種
料
金
の
担
当
課
に
連
絡
を
し
て

納
付
の
相
談
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

　
担
当
課
で
は
き
め
細
か
く
丁
寧
に
対

応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

　
町
民
の
皆
さ
ん
、
町
税
等
へ
の
理
解

を
一
層
深
め
、
ま
ち
づ
く
り
の
主
人
公

の
一
人
と
し
て
、
将
来
を
担
う
子
供
た

ち
に
対
し
て
、
町
民
と
し
て
、
親
と
し

て
義
務
を
果
た
し
て
い
ま
す
と
自
信
を

持
っ
て
胸
を
張
り
、
活
力
み
な
ぎ
る
緑

の
郷
土
「
な
か
し
べ
つ
」
実
現
の
た
め

に
、
共
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

「
税
金
・
料
金
等
の 

　
公
平
な
負
担
実
現
の
た
め
に
」 

中
標
津
町
長
　
新
　
　
出
　
　
　
實 

中
標
津
町
町
税
等
収
納
向
上 

　
　
　 

対
策
推
進
本
部
を
設
置 
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住
民
税
と
は 

　
住
民
税
と
は
、
道
民
税
と
町
民
税
を 

合
わ
せ
た
呼
び
方
で
す
。
住
民
税
は
、 

市
町
村
に
住
ん
で
い
る
個
人
に
課
税
さ 

れ
る
個
人
道
町
民
税
と
市
町
村
に
事
業 

所
な
ど
を
持
つ
会
社
に
課
税
さ
れ
る
法 

人
町
民
税
が
あ
り
ま
す
。 

一
、
個
人
道
町
民
税 

　
こ
の
税
金
は
、
一
月
一
日
に
住
ん
で 

い
た
町
に
収
め
る
税
金
で
、
年
の
途
中 

で
住
ん
で
い
る
町
が
変
わ
っ
て
も
、
一 

月
一
日
に
住
ん
で
い
た
町
に
一
年
分
納 

め
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

　
課
税
さ
れ
る
内
容
は
、
前
年
の
収
入

（
所
得
）
及
び
扶
養
家
族
な
ど
の
状
況

に
よ
り
計
算
さ
れ
ま
す
。 

　
又
、
納
め
て
い
た
だ
く
方
法
は
、
町 

か
ら
送
付
さ
れ
た
納
税
通
知
書
に
よ
り 

納
税
者
自
ら
納
付
し
て
い
た
だ
く
普
通 

徴
収
と
町
が
指
定
し
た
勤
務
先
（
会
社
）

が
給
与
か
ら
天
引
き
に
よ
り
納
付
い
た

だ
く
特
別
徴
収
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
所
得
税
も
給
与
か
ら
天
引

き
に
よ
り
税
務
署
に
納
付
し
て
い
ま
す

の
で
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。 

○
所
得
税
と
の
比
較 

　
個
人
の
住
民
税
は
、
住
民
に
と
っ
て 

身
近
な
仕
事
の
費
用
を
そ
れ
ぞ
れ
の
負 

担
能
力
に
応
じ
て
分
担
し
合
う
と
い
う 

性
格
の
税
金
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
所 

得
税
よ
り
も
納
め
る
人
の
範
囲
は
広
く
、 

一
方
、
税
率
は
低
く
定
め
ら
れ
て
い
ま 

す
。
ま
た
、
所
得
税
は
個
人
等
が
計
算 

し
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
住
民 

税
は
、
町
が
税
金
を
計
算
し
て
通
知
し 

徴
収
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

二
、
法
人
町
民
税 

　
こ
の
税
金
は
、
町
内
に
事
務
所
事
業 

所
を
所
有
し
て
い
る
法
人
が
納
め
る
税 

金
で
す
。
個
人
と
は
異
な
り
事
務
所
な 

ど
を
有
し
た
期
間
に
よ
り
課
税
さ
れ
ま 

す
。 

　
税
額
は
、
均
等
割
と
法
人
税
割
の
合 

計
金
額
と
な
り
、
決
算
期
の
二
ヵ
月
後 

が
納
期
限
で
あ
り
申
告
納
付
し
て
い
た 

だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

              

軽
自
動
車
税
と
は 

　
町
内
で
原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特 

殊
、
二
輪
車
及
び
軽
自
動
車
等
を
所
有 

す
る
方
が
負
担
す
る
税
金
で
す
。 

　
そ
の
年
の
四
月
一
日
に
所
有
し
て
い 

る
方
が
一
年
分
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

入
湯
税
と
は 

　
鉱
泉
浴
場
（
温
泉
）
を
利
用
す
る
人 

が
負
担
す
る
税
金
で
す
。
温
泉
の
経
営

者
が
町
に
代
わ
っ
て
徴
収
す
る
方
法
に 

よ
り
納
め
て
い
ま
す
。 

　
税
率
　
日
帰
り
　
　
　
　
　
七
〇
円 

　
　
　
　
宿
泊
　
　
　
　
　
一
五
〇
円 

税
Ｑ
＆
Ａ 

■
配
偶
者
特
別
控
除
を
ご
存
知
で
す
か
。 

問
　
わ
た
し
は
今
年
か
ら
パ
ー
ト
で
働

く
予
定
で
す
が
、
給
与
収
入
で
一
〇
三

万
円
未
満
で
あ
れ
ば
夫
の
扶
養
の
ま
ま

と
な
り
、
夫
の
税
額
も
変
化
は
な
い
の

で
す
か
。 

答
　
奥
さ
ん
の
場
合
は
、
扶
養
控
除
に

当
た
る
配
偶
者
控
除
と
奥
さ
ん
だ
け
の

配
偶
者
特
別
控
除
が
あ
り
ま
す
。
配
偶

者
控
除
は
給
与
収
入
が
一
〇
三
万
円
未

満
で
あ
れ
ば
三
十
三
万
円
受
け
ら
ま
す
が
、

配
偶
者
特
別
控
除
は
、
奥
さ
ん
の
給
与

収
入
が
六
十
五
万
円
未
満
は
三
十
三
万
円
、

六
十
五
万
円
以
上
は
収
入
の
額
に
よ
り

三
十
三
万
円
〜
〇
円
ま
で
と
変
わ
り
ま
す
。 

　
ご
質
問
の
給
与
収
入
が
、
一
〇
二
万

円
と
し
た
場
合
、
配
偶
者
控
除
は
変
わ

り
ま
せ
ん
が
、
配
偶
者
特
別
控
除
は
収

入
が
な
か
っ
た
時
受
け
て
い
た
三
十
三

万
円
か
ら
一
万
円
と
な
り
ま
す
の
で
ご

主
人
の
控
除
額
が
減
り
税
額
が
増
え
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。 

■
異
動
届
は
お
早
め
に 

問
　
軽
自
動
車
税
の
通
知
書
が
、
毎
年

五
月
に
来
る
の
で
、
以
前
か
ら
車
検
が

な
か
っ
た
車
両
を
今
年
四
月
二
十
日
に

廃
車
申
告
し
た
が
、
今
年
も
通
知
書
が

送
付
さ
れ
て
き
た
、
ま
ち
が
い
で
は
。

答
　
軽
自
動
車
税
は
、
四
月
一
日
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
れ
以
降
に
異
動
し
て
も

今
年
は
、
一
年
分
の
税
金
を
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

◎
問
い
合
わ
せ
先 

　
税
務
課
住
民
税
係
（
内
線
二
〇
九
番
） 

法人町民税の内訳 

①　均等割（資本金等により区分） 

②　法人税割（14.7％） 

　　法人税×14.7％＝法人税割 

区分 

１号 

２号 

３号 

４号 

５号 

金　額 

 360万円 

 210万円 

49.2万円 

   48万円 

19.2万円 

金　額 

    18万円 

 15.6万円 

14.4万円 

     6万円 

区分 

６号 

７号 

８号 

９号 

最高200万円 

全　　額 

最高3.5万円 

最高3.5万円 

30万円 

26万円 

48万円 

30万円 

26万円 

38万円 

33万円 

最高33万円 

45万円 

45万円 

38万円 

33万円 

33万円 

控 除 額  

一 般  

年 金  

特 別  

そ の 他  

特 定  

一 般  

老 人  

上記以外 

特 定  

老人同居 

老人別居 

上記以外 

区　　　　　　　分 

医 療 費 控 除  

社 会 保 険 料 控 除  

生 命 保 険 料 控 除  

 

障 害 者 控 除  

 

老 年 者 控 除  

寡 婦 （ 寡 夫 ） 控 除  

 

配 偶 者 控 除  

（同居特別障害加算有） 

配 偶 者 特 別 控 除  

扶 養 控 除  

（同居特別障害加算有） 

 

 

基 礎 控 除  

◎主な所得控除 

◎住民税の内訳 

◎税率（所得から所得控除して残った金額＝課税所得） 

◎税額控除の種類 
　税額控除には、配当控除、外国税控除があります。 

道民税　均等割＝1,000円 
　　　　所得割＝（前年中の所得－所得控除）×税率－税額控除 
町民税　均等割＝2,000円 
　　　　所得割＝（前年中の所得－所得控除）×税率－税額控除 
 

町　　　　　民　　　　　税 

道　　　　　民　　　　　税 

課税所得の段階 

200万円以下 

200万円を超え700万円以下 

700万円を超える金額 

 

課税所得の段階 

700万円以下の金額 

700万円を超える金額 

 

税率 

3％ 

8％ 

10％ 

 

税率 

2％ 

3％ 

速算控除額 

    　　 0円 

  100,000円 

  240,000円 

 

速算控除額 

　　     0円 

    70,000円 

個人住民税のあらまし 
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町
税
を
納
め
る
に
は
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　
町
税
等
を
納
め
て
い
た
だ
く
に
は
、

現
金
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の

二
通
り
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
　
　
　

【
現
金
で
の
納
付
】 

　
現
金
で
納
付
さ
れ
る
場
合
は
、
納
税

通
知
書
を
持
参
の
う
え
、
次
の
場
所
で

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

中
標
津
町
役
場
、
計
根
別
支
所
、
大
地

み
ら
い
信
用
金
庫
（
本
店
、
各
支
店
、

役
場
派
出
所
）北
洋
銀
行
中
標
津
支
店
、

釧
路
信
用
組
合
中
標
津
支
店
、
北
海
道

労
働
金
庫
中
標
津
支
店
、
中
標
津
町
農

業
協
同
組
合
、
計
根
別
農
業
協
同
組
合 

【
口
座
振
替
】 

　
口
座
振
替
は
、
便
利
で
、
安
心
確
実

で
す
し
、
納
期
の
た
び
に
金
融
機
関
へ

行
く
手
間
が
省
け
、
特
に
仕
事
の
忙
し

い
方
や
不
在
が
ち
な
方
に
と
て
も
便
利

で
す
。
申
し
込
み
手
続
き
は
、
引
き
落

と
し
を
希
望
さ
れ
る
金
融
機
関
、
ま
た

は
役
場
税
務
課
で
、
納
税
通
知
書
、
預

貯
金
通
帳
、
届
出
印
を
持
参
し
申
し
込

み
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

　
自
主
納
税
と
滞
納 

 

　
日
本
国
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
、

国
民
の
三
大
義
務
の
中
の
ひ
と
つ
に
、

納
税
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。 

【
自
主
納
税
制
度
】 

　
中
標
津
町
で
は
、
納
税
の
本
来
の
姿

と
し
て
自
主
納
税
制
度
を
推
進
し
て
い

ま
す
。 

　
自
主
納
税
制
度
と
は
、
納
税
者
の
皆

さ
ん
が
定
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
自

主
的
に
納
税
す
る
こ
と
で
す
。 

【
町
税
の
滞
納
】 

　
定
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
納
税
し

な
い
こ
と
を
滞
納
と
い
い
ま
す
。
滞
納

と
な
る
と
、
ま
ず
二
十
日
以
内
に
督
促

状
と
い
う
ハ
ガ
キ
を
発
送
し
、
納
税
を

促
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ハ
ガ
キ

で
納
付
で
き
る
の
は
、
役
場
税
務
課
、

計
根
別
支
所
、
だ
け
で
、
金
融
機
関
で

納
付
す
る
場
合
は
、
納
税
通
知
書
（
納

付
書
）
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
た
だ
し
、
郵
便
局
で
は
、
納
期
限
を

過
ぎ
た
も
の
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
願
い
ま
す
。 

　
督
促
状
が
届
い
て
か
ら
納
付
す
る
場

合
は
、
本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か

に
、
督
促
手
数
料
と
し
て
、
一
税
目
一

納
期
ご
と
に
百
円
、
ま
た
、
高
い
利
率

の
延
滞
金
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
納
期
限
内
に
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。 

　
督
促
状
発
送
ま
で
に
、
で
き
る
限
り

納
付
を
確
認
し
て
お
り
ま
す
が
、
納
期

限
を
過
ぎ
て
納
付
し
た
場
合
に
は
行
き

違
い
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

【
滞
納
処
分
】 

　
町
税
を
滞
納
し
た
ま
ま
で
い
ま
す
と
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
ら
れ
た
納
税
者
と

の
公
平
を
保
つ
た
め
、
ま
た
、
大
切
な

町
税
を
確
保
す
る
た
め
、
や
む
を
得
ず
、

滞
納
者
の
財
産
（
不
動
産
、
給
料
、
預

貯
金
、
売
掛
金
、
保
険
金
等
）
を
差
し

押
さ
え
、
さ
ら
に
そ
の
財
産
を
公
売
す

る
な
ど
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

　
滞
納
処
分
は
、
自
主
的
に
納
付
い
た

だ
け
な
い
場
合
に
、
法
律
に
基
づ
く
手

続
き
に
よ
り
、
町
税
の
確
保
を
図
る
も

の
で
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
無

い
よ
う
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。 

【
納
税
の
猶
予
】 

　
税
金
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
納
税
者
が
災

害
を
受
け
た
り
、
病
気
に
か
か
っ
た
場

合
ま
た
は
、
事
業
を
廃
止
・
休
止
し
た

場
合
等
で
一
度
に
納
税
す
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
基
づ
い
て
、

原
則
と
し
て
一
年
以
内
の
期
間
に
お
い

て
、
収
め
る
時
期
を
遅
ら
せ
た
り
、
分

割
し
て
納
付
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
れ
を
納
税
の
猶
予
と
い
い
ま

す
。 

【
町
税
の
減
免
】 

　
納
税
の
猶
予
に
よ
っ
て
も
な
お
納
税

が
困
難
な
方
で
、
そ
の
生
活
状
況
等
に

応
じ
て
町
税
の
減
免
が
受
け
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。 

【
不
服
申
立
て
】 

　
町
長
が
行
う
課
税
の
決
定
や
滞
納
処

分
な
ど
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、

納
税
者
は
町
長
に
対
し
て
、
原
則
と
し

て
六
十
日
以
内
に
文
書
で
不
服
申
し
立

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　
行
政
機
関
の
誤
っ
た
処
分
に
よ
っ
て

納
税
者
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
そ
の
権
利
を
保
護
し
て
い

ま
す
。 

                
【
納
税
相
談
】 

　
私
た
ち
が
生
活
を
営
む
う
え
で
は
、

ど
う
し
て
も
納
期
限
ま
で
に
納
税
で
き

な
い
場
合
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
納
税
通
知
書

（
納
付
書
）
等
を
持
参
の
う
え
、
事
前

に
役
場
税
務
課
で
納
税
に
つ
い
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

   

町
税
は
町
民
み
ん
な
の
財
産 

 

　
町
税
の
滞
納
者
は
、
優
良
な
納
税
者

に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
中
標
津
町
全
体
に
と
っ
て
も
大

き
な
損
失
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
滞

納
整
理
の
た
め
に
多
額
の
費
用
が
か
か

り
、
こ
の
費
用
も
結
局
は
町
民
の
皆
さ

ん
の
た
め
の
医
療
、
福
祉
、
教
育
、
土

木
、
建
築
事
業
な
ど
公
共
の
仕
事
に
使

わ
れ
る
べ
き
町
税
（
一
般
財
源
）
か
ら

支
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
町
の
税
収
入
が
こ
の
ま
ま
落
ち
込
ん

だ
状
況
で
推
移
し
て
い
く
と
、
町
民
の

皆
さ
ん
か
ら
の
多
種
多
様
な
要
望
や
、

第
五
期
総
合
発
展
計
画
の
各
施
策
の
実

現
が
困
難
に
な
り
ま
す
。
納
税
義
務
を

果
た
し
、
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
、

住
み
や
す
い
豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
る
基

本
で
す
。 

　
町
税
は
町
民
み
ん
な
の
財
産
で
す
。

町
税
を
有
効
に
使
う
た
め
、
ま
た
、
後

世
に
残
す
豊
か
な
生
活
の
た
め
に
も
納

期
内
納
税
を
守
ら
れ
る
よ
う
ご
協
力
く

だ
さ
い
。 

◎
問
い
合
わ
せ
先 

　
税
務
課
納
税
係
（
内
線
二
〇
八
番
） 

 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10月 

11月 

固定資産税　１期 

町 道 民 税　１期 

固定資産税　２期 

町 道 民 税　２期 

 

町 道 民 税　３期 

固定資産税　３期 

軽 自 動 車 税 全 期  

国民健康保険税　１期 

国民健康保険税　２期 

国民健康保険税　３期 

国民健康保険税　４期 

国民健康保険税　５期 

国民健康保険税　６期 

町税の納期 

％ 
94.0 

92.0 

90.0 

88.0 

86.0
Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10Ｈ11Ｈ12 年 

町税収納率 中標津町 
全　　道 
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　　　　私は、共済組合に加入していましたが退職し

　　　ました。年金手帳が無く、基礎年金番号通知書

　　　を持っていますが、このままでよいのでしょうか。 

 

　　　　平成９年１月から国民年金、厚生年金、共済   

　　　組合の各公的年金制度で共通の基礎年金番号が

　　　導入されました。 

　加入する制度が変わっても同じ番号を引き続き使用す

ることになりました。 

　これが基礎年金番号で、社会保険庁ではこの時に「基

礎年金番号通知書」でお知らせしました。 

　基礎年金番号導入に伴い、公的年金制度に加入してい

た全期間の記録が一つの番号で整理されると年金の手続

きや照会がスム―ズに行われます。 

　また、基礎年金番号は１人に１つの番号ですので「基

礎年金番号通知書」は大切に保管し、併せて年金の各種

届け出、年金請求手続き、などの際には基礎年金番号を

使用して下さい。 

 

※お知らせ 
　今月の社会保険事務相談所開設日は、11月20日（火曜

日）です。 

A

子育て支援ボランティア 
ホットハンド 

岩　野　美津子 さん 

国民年金 

27線北16

Q

　
「
数
年
前
、
町
内
で
発
生
し
た
青
少
年
の
悲
し
い
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
思

い
を
同
じ
く
す
る
七
人
の
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
っ
た
」
と
言
う
岩
野
さ
ん
。
メ
ン

バ
ー
は
「
今
、
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
何
な
の
か
」

を
切
実
に
考
え
、
二
年
前
に
ホ
ッ
ト
ハ
ン
ド
を
設
立
。
子
ど
も
た
ち
へ
の
環
境

が
少
し
で
も
よ
く
な
る
こ
と
を
願
い
、
自
分
た
ち
は
何
が
で
き
る
か
…
、
何
を

し
た
ら
よ
い
の
か
…
を
真
剣
に
話
し
合
い
、
一
つ
ひ
と
つ
を
形
に
し
て
き
て
い
る
。
 

　
そ
の
活
動
を
紹
介
す
る
と
、
メ
ン
バ
ー
が
街
角
で
出
会
っ
た
生
徒
の
声
、
出

来
事
、
知
り
え
た
こ
と
な
ど
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
テ
ー
プ
に
音
楽
と
一
緒
に
録
音
。

町
内
の
二
高
校
の
昼
休
み
時
間
に
校
内
放
送
で
流
し
て
い
る
。
「
ま
だ
生
徒
か

ら
の
反
応
は
無
い
が
、
い
つ
か
耳
を
傾
け
て
く
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
」
と

話
す
。
子
育
て
中
の
若
い
お
母
さ
ん
に
、
何
か
ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
こ
と
は
…

と
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
乳
児
検
診
（
八
ヵ
月
）
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
。
０
歳

か
ら
高
校
生
の
子
ど
も
を
持
つ
母
親
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
。
そ
の
調
査

の
中
か
ら
「
多
く
の
お
母
さ
ん
が
子
育
て
で
ス
ト
レ
ス
が
多
く
、
精
神
的
支
え

を
夫
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
精
神
的
支
え
と
子
育
て
仲
間
の
出

会
い
の
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
…
」
と
子
育
て
情
報
誌
マ
マ
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
発
行
。

反
響
は
大
き
く
、
メ
ン
バ
ー
は
「
続
け
る
勇
気
が
沸
い
て
き
た
」
と
次
号
発
行

に
向
け
そ
の
構
成
、
内
容
に
取
り
組
み
始
め
、
さ
ら
に
西
児
童
館
で
の
一
歳
未

満
児
と
お
母
さ
ん
を
対
象
に
親
子
サ
ロ
ン
を
開
催
。
 

　
情
報
誌
発
行
に
は
「
会
費
で
ま
か
な
え
る
範
囲
は
小
さ
く
、
八
百
部
を
作
る

の
が
精
一
杯
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の
お
母
さ
ん
が
こ
の
情
報
誌
を
待
っ
て
い
て
く

れ
て
い
る
」
と
言
う
岩
野
さ
ん
は
、
足
長
お
じ
さ
ん
の
出
現
を
心
の
中
に
描
い

て
い
る
。
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健康いちばん 

頭　　痛 
町立中標津病院 
　　　内科医師　木　村　昌　嗣 

　
山
々
の
木
々
も
裸
に
な
り
始
め
、
肌

に
感
じ
る
風
に
も
冬
の
気
配
が
感
じ
ら

れ
る
様
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
ろ
そ

ろ
風
邪
の
季
節
か
な
？
と
外
来
診
療
の

際
に
も
思
い
始
め
て
い
る
今
日
こ
の
頃

で
す
。
風
邪
の
代
表
的
な
症
状
の
一
つ

に
頭
痛
が
あ
り
ま
す
が
、
一
口
に
頭
痛

と
い
っ
て
も
色
々
な
種
類
の
頭
痛
が
あ

り
ま
す
。
風
邪
に
よ
る
も
の
、
頭
の
怪

我
に
よ
る
も
の
、
頭
の
血
管
に
原
因
の

あ
る
も
の
等
、
様
々
な
原
因
に
よ
っ
て

起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
広
報
を

読
ま
れ
る
方
々
の
中
に
も
、
私
は
頭
痛

持
ち
だ
と
思
っ
て
い
る
方
が
、
幾
人
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。
外
来

診
療
を
し
て
い
て
も
頭
痛
を
訴
え
て
く

る
方
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の

ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
肩
こ
り
や
、
ス
ト

レ
ス
な
ど
が
原
因
で
起
こ
る
筋
緊
張
性

頭
痛
と
言
わ
れ
る
も
の
な
の
で
す
が
、

中
に
は
、
片
頭
痛
と
言
わ
れ
て
い
る
頭

痛
を
お
持
ち
の
方
も
い
ま
す
。
 

　
今
日
は
こ
の
片
頭
痛
に
つ
い
て
少
し

お
話
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

頭
痛
の
特
徴
を
以
下
に
箇
条
書
き
し
ま

す
の
で
、
頭
痛
で
お
悩
み
の
方
は
何
項

目
く
ら
い
当
て
は
ま
る
か
是
非
、
お
試

し
下
さ
い
。
①
激
し
い
痛
み
が
出
て
く
る
。

②
痛
み
は
片
側
に
限
ら
れ
る
。
③
動
い

た
り
、
お
風
呂
に
入
る
と
痛
み
が
増
す
。

④
吐
き
気
や
嘔
吐
、
光
や
音
に
敏
感
に

な
る
。
⑤
数
日
か
ら
月
に
一
回
位
の
割

合
で
お
こ
る
。
⑥
数
日
で
治
っ
て
し
ま
う
。

も
っ
と
も
個
人
差
が
あ
る
の
で
痛
み
の

強
さ
や
出
て
く
る
回
数
は
そ
の
人
に
よ

っ
て
か
な
り
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
さ
て
、

あ
な
た
は
、
何
項
目
ぐ
ら
い
あ
て
は
ま

り
ま
し
た
か
？
　
 

　
全
て
当
て
は
ま
っ
た
方
は
、
片
頭
痛

を
お
持
ち
の
方
で
す
。
す
ぐ
に
、
治
療

の
た
め
病
院
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

３
項
目
以
上
、
当
て
は
ま
る
項
目
が
あ

る
方
も
片
頭
痛
の
可
能
性
が
高
い
と
思

わ
れ
ま
す
の
で
、
病
院
に
行
か
れ
る
こ

と
を
お
す
す
め
致
し
ま
す
。
 

　
最
近
で
は
片
頭
痛
の
痛
み
を
抑
え
る

こ
と
の
で
き
る
新
し
い
薬
も
開
発
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
頭
痛
を
抱
え
、

病
院
へ
行
っ
て
も
出
さ
れ
る
お
薬
で
は

痛
み
が
取
れ
ず
、
数
日
間
我
慢
し
て
、

自
然
に
治
る
の
を
待
っ
て
い
た
だ
け
だ

と
言
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、
そ
ん
な
方
々
は
、
も
う
一
度
、

そ
の
頭
痛
の
治
療
の
た
め
病
院
へ
来
て

み
ま
せ
ん
か
？
 

　
登
録
さ
れ
た
住
宅
を
対
象
と
す
る
「
家
賃
債
務
保
証
制
度
」
が
十
月
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
 

☆
登
録
・
閲
覧
制
度
 

　
高
齢
者
の
方
が
安
心
・
円
滑
に
入
居
で
き
る
賃
貸
住
宅
の
情
報
を
広
く
入

手
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

【
制
度
の
概
要
】
 

○
登
録
 

　
賃
貸
住
宅
の
貸
主
は
、
知
事
ま
た
は
指
定
登
録
機
関
に
高
齢
者
の
方
が
安

心
し
て
円
滑
に
入
居
で
き
る
賃
貸
住
宅
（
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
）

の
登
録
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

○
閲
覧
 

　
登
録
情
報
は
、
道
庁
ま
た
は
指
定
登
録
機
関
の
窓
口
な
ど
で
、
誰
で
も
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

【
各
種
窓
口
】
 

○
登
録
申
請
書
配
付
窓
口
 

・
道
庁
建
設
部
建
築
指
導
課
 

・
各
支
庁
経
済
部
建
設
指
導
課
 

○
登
録
申
請
書
の
提
出
先
 

・
道
庁
建
設
部
建
築
指
導
課
民
間
住
宅
係
（
持
参
ま
た
は
郵
送
）
 

○
登
録
簿
の
閲
覧
場
所
 

・
道
庁
建
設
部
建
築
指
導
課
内
 

☆
家
賃
債
務
保
証
制
度
 

　
登
録
住
宅
の
貸
主
、
入
居
を
希
望
す
る
高
齢
者
が
利
用
で
き
る
制
度
で
、

入
居
し
た
高
齢
者
が
家
賃
を
滞
納
し
た
場
合
、
高
齢
者
居
住
支
援
セ
ン
タ

ー
が
家
賃
の
債
務
保
証
（
六
カ
月
を
限
度
）
を
行
い
ま
す
。
 

○
貸
主
が
最
初
に
行
う
手
続
き
 

　
高
齢
者
居
住
支
援
セ
ン
タ
ー
と
基
本
契
約
を
締
結
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

○
保
証
利
用
希
望
の
際
の
手
続
き
 

・
入
居
申
し
込
み
の
際
に
、
高
齢
者
居
住
支
援
セ
ン
タ
ー
に
家
賃
債
務
保
証

の
申
し
込
み
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

・
高
齢
者
居
住
支
援
セ
ン
タ
ー
が
月
額
家
賃
の
六
ヵ
月
を
限
度
に
家
賃
の
支

払
い
責
務
を
保
証
し
ま
す
。
 

・
月
額
家
賃
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
、
二
年
間
分
の
保
証

料
と
し
て
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
 

（
高
齢
者
居
住
支
援
セ
ン
タ
ー
�
1
０
３
（
３
２
０
６
）
５
３
２
３
）
 

制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
 

　
北
海
道
建
設
部
建
築
指
導
課
�
1
０
１
１
（
２
３
１
）
４
１
１
１
ま
で
 

高
齢
者
の
方
が
入
居
可
能
な
賃
貸
住
宅
情
報
を
提
供
す
る
 

「
高
齢
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
の
登
録
・
閲
覧
制
度
」 



教
養
を
高
め 

よ
り
よ
い
文
化
を
育
て
ま
し
ょ
う 

                  

　
　
　 

　
　 

町
民
憲
章
よ
り 

10

町の木・白樺 町の木・白樺 

11 November 
INFORMATION

町づくりのためのご意見・

ご提言をお待ちしています。 

中標津町ホームページへの

メール 

NAKASI_ T＠aurens.or.jp  

町づくりのための意見・提

言・電話・ファックス（夜

間・休日等は留守番電話に

て受け付けます） 

19－2175

 し
尿
汲
み
取
り
の
 

申
し
込
み
は
お
早
め
に
 

 　
し
尿
の
汲
み
取
り
は
、
例
年
、
年
末

に
希
望
が
集
中
す
る
た
め
、
収
集
や
浄

化
セ
ン
タ
ー
で
の
処
理
が
間
に
合
わ
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
 

　
年
内
の
汲
み
取
り
を
希
望
す
る
場
合

は
、
十
一
月
末
日
ま
で
に
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
申
し
込
み
の
状
況
に
よ
っ
て

は
、
翌
年
一
月
の
汲
み
取
り
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。
 

　
な
お
、
し
尿
証
紙
を
必
ず
事
前
に
購

入
し
て
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
 

　
申
し
込
み
先
は
、
北
方
産
業（
有
）

1
（
２
）
３
１
８
６
午
前
八
時
〜
午
後

五
時
ま
で
。
 

 骨
粗
鬆
症
検
診
の
お
知
ら

せ
（
十
二
月
分
）
 

 　
十
二
月
分
の
予
約
の
受
け
付
け
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

申
込
期
間
　
十
一
月
五
日
〜
十
一
月
二

　
　
　
　
　
十
日
の
平
日
 

検
診
実
施
期
間
　
十
二
月
三
日
〜
十
二

　
　
　
　
　
月
二
十
八
日
の
平
日
 

検
診
内
容
　
問
診
、
骨
密
度
測
定
、
診

　
　
　
　
　
察
 

定
　
　
員
　
一
日
二
人
 

検
診
実
施
場
所
　
町
立
中
標
津
病
院
 

申
込
先
　
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー
�

　
　
　
　
1
（
２
）
２
７
３
３
ま
で
 

 乳
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ

（
十
二
月
分
）
 

 　
十
二
月
分
の
予
約
の
受
け
付
け
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
 

申
込
期
間
　
十
一
月
五
日
〜
十
一
月
二

　
　
　
　
　
十
日
の
平
日
 

検
診
実
施
期
間
　
十
二
月
三
日
〜
十
二

　
　
　
　
　
月
二
十
八
日
の
木
曜
日
 

検
診
内
容
　
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
問

　
　
　
　
　
診
、
視
・
触
診
 

定
　
　
員
　
一
日
五
人
 

検
診
実
施
場
所
　
町
立
中
標
津
病
院
 

申
込
先
　
町
立
中
標
津
病
院
医
療
管
理

　
　
　
　
係
1
（
２
）
８
２
０
０
ま
で
 

 「
冬
の
交
通
安
全
運
動
」
 

　
の
実
施
に
つ
い
て
 

 

 
　
十
一
月
十
六
日
（
金
）
か
ら
二
十
五

日
（
日
）
ま
で
は
全
国
一
斉
に
「
冬
の

交
通
安
全
運
動
」
の
期
間
で
す
。
毎
年

こ
の
時
期
は
、
夕
暮
れ
が
早
く
薄
暮
時

に
お
け
る
交
通
事
故
が
多
発
す
る
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
特
に
高
齢
者
の
夜
の
道

路
横
断
中
に
、
悲
惨
な
交
通
死
亡
事
故

に
つ
な
が
る
ケ
ー
ス
が
最
も
多
く
見
ら

れ
ま
す
。
薄
暮
時
や
夜
に
外
出
す
る
と

き
は
、
夜
行
反
射
材
を
身
に
つ
け
、
ド

ラ
イ
バ
ー
に
自
分
の
存
在
を
認
識
し
て

も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
ド

ラ
イ
バ
ー
の
方
は
、
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン

に
務
め
、
早
め
点
灯
を
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。
 

　
本
年
度
は
、
鹿
に
よ
る
衝
突
事
故
も

多
数
発
生
し
て
い
ま
す
の
で
、
薄
暮
時

か
ら
夜
間
に
か
け
て
の
運
転
に
は
十
分

気
を
つ
け
て
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用

を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。
 

  

 十
一
月
は
国
民
健
康
保
険
税

（
第
六
期
）
と
固
定
資
産
税

（
第
三
期
）
の
納
期
で
す
 

 　
　
国
民
健
康
保
険
税
の
第
六
期
と
固

定
資
産
税
の
第
三
期
の
納
期
限
は
十
一

月
三
十
日
で
す
。
 

忘
れ
ず
に
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
固
定
資
産
税
の
第
一
期
、
第
２
期
、

町
道
民
税
の
第
一
期
、
第
二
期
、
第
三

期
、
軽
自
動
車
税
の
全
期
、
お
よ
び
国

民
健
康
保
険
税
の
第
一
期
、
第
二
期
、

第
三
期
、
第
四
期
、
第
五
期
の
納
期
限

が
す
で
に
経
過
し
て
お
り
ま
す
。
も
う

一
度
お
手
元
の
納
付
書
を
確
認
の
う
え
、

納
付
さ
れ
て
い
な
い
方
は
早
め
に
納
め

ま
し
ょ
う
。
 

　
な
お
、
納
付
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
や
、

納
税
相
談
の
あ
る
方
は
税
務
課
納
税
係

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
 

　
町
税
は
町
民
み
ん
な
の
財
産
で
す
。

町
税
を
有
効
に
使
う
た
め
納
期
内
納
税

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

〜
町
税
な
ど
の
納
付
は
口
座
振
替
で
〜

　
納
税
に
は
、
便
利
で
安
心
、
確
実
な

口
座
振
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
 

　
納
期
の
た
び
に
金
融
機
関
へ
行
く
手

間
が
省
け
ま
す
。
 

　
特
に
仕
事
の
忙
し
い
方
、
不
在
が
ち

な
方
な
ど
に
便
利
で
す
。
 

　
申
し
込
み
手
続
き
は
簡
単
で
す
。
預

貯
金
通
帳
、
届
け
出
印
、
納
付
書
を
ご

持
参
の
う
え
、
銀
行
ま
た
は
郵
便
局
、

農
協
、
役
場
の
い
ず
れ
か
の
窓
口
で
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
 

 「
特
設
人
権
相
談
所
」
を

　
開
設
し
ま
す
 

 　
相
談
内
容
は
「
夫
婦
、
親
子
、
金
銭

貸
借
、
不
動
産
、
相
続
、
借
地
借
家
、

い
じ
め
、
体
罰
、
名
誉
信
用
、
そ
の
他

心
配
ご
と
」
な
ど
で
す
。
 

　
費
用
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
 

日
時
　
十
二
月
五
日
（
水
）
 

　
　
　
午
後
一
時
〜
午
後
四
時
 

場
所
　
中
標
津
町
役
場
 

　
　
　
一
階
　
１
０
１
会
議
室
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 自

衛
隊
生
徒
募
集
 

 募
集
期
間
　
平
成
十
三
年
十
一
月
六
日

　
　
　
　
　
〜
平
成
十
四
年
一
月
五
日
 

受
験
資
格
　
中
学
校
卒
業
（
見
込
み
）

　
　
　
　
　
十
五
歳
以
上
〜
十
七
歳
未

　
　
　
　
　
満
の
男
子
 

試

験

日
　
平
成
十
四
年
一
月
六
日
　

　
　
　
　
　
（
日
）
（
１
次
）
 

問
い
合
わ
せ
　
自
衛
隊
帯
広
地
方
連
絡

　
　
　
　
　
部
　
中
標
津
募
集
事
務
所

　
　
　
　
　
1（
２
）０
１
２
０
 

住
所
　
中
標
津
町
東
一
条
南
一
丁
目
 

 技
能
通
信
制
訓
練
受
講
生

の
募
集
（
１
級
・
２
級
）
 

 　
こ
の
通
信
講
座
は
職
業
生
活
の
安
定
、

充
実
の
た
め
の
基
礎
的
・
専
門
的
知
識

を
系
統
的
に
「
い
つ
、
ど
こ
で
も
、
働

き
な
が
ら
」
学
べ
、
技
術
の
向
上
と
技

能
士
の
受
験
資
格
（
終
了
者
は
学
科
試

験
免
除
）
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

受
講
資
格
　
実
務
経
験
の
あ
る
方
 

訓
練
科
目
 

　
　
一
級
　
配
管
・
建
築
大
工
・
機
械

加
工
な
ど
八
科
 

　
　
二
級
　
機
械
検
査
・
塗
装
・
建
築

機
械
整
備
・
左
官
な
ど
二

十
三
科
 

受
講
期
間
　
標
準
一
ヵ
年
 

受
付
期
間
　
い
つ
で
も
受
講
申
し
込
み

を
受
け
付
け
ま
す
。
 

　
詳
し
く
は
釧
路
職
業
能
力
開
発
促
進

セ
ン
タ
ー
1
０
１
５
４
（
５
７
）
８
１

１
４
ま
で
。
 

 町
営
住
宅
入
居
者
募
集
 

 募
集
団
地
　
旭
第
２
団
地
 

　
　
　
　
　
平
屋
の
２
Ｄ
Ｋ
 

　
　
　
　
　
昭
和
四
十
七
年
建
設
 

　
　
　
　
　
一
戸
 

　
　
家
賃
　
八
千
四
百
円
〜
 

　
　
　
　
　
一
万
四
千
円
 

募
集
団
地
　
泉
団
地
 

　
　
　
　
　
三
階
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
 

　
　
　
　
　
平
成
八
年
建
設
　
一
戸
 

　
　
家
賃
　
二
万
三
千
百
円
〜
 

　
　
　
　
　
三
万
八
千
三
百
円
 

募
集
団
地
　
計
根
別
団
地
 

　
　
　
　
　
二
階
の
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
 

　
　
　
　
　
平
成
八
年
建
設
　
一
戸
 

　
　
家
賃
　
一
万
六
千
二
百
円
〜
 

　
　
　
　
　
二
万
六
千
九
百
円
 

募
集
団
地
　
東
中
団
地
 

　
　
　
　
　
平
屋
の
３
Ｄ
Ｋ
 

　
　
　
　
　
昭
和
五
十
三
年
建
設
 

　
　
　
　
　
一
戸
 

　
　
家
賃
　
一
万
二
千
九
百
円
〜
 

　
　
　
　
　
二
万
千
四
百
円
 

申
込
期
限
　
平
成
十
三
年
十
一
月
十
五

日
（
木
）
ま
で
 

受
付
場
所
　
役
場
管
理
課
住
宅
係
 

選
考
方
法
　
町
営
住
宅
運
営
委
員
会
の

意
見
を
聞
い
て
、
入
居
申

し
込
み
者
の
住
宅
困
窮
度

の
高
い
方
か
ら
入
居
を
決

定
し
ま
す
。
 

  

 

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？
検
察

審
査
会
 

 　
交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど
の

犯
罪
の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検
察
庁

に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を

起
訴
し
て
く
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不

満
を
お
持
ち
の
方
の
た
め
に
検
察
審
査

会
が
あ
り
ま
す
。
 

　
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
費
用

は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
釧
路
検
察
審
査
会
事
務
局
1

０
１
５
４
（
４
１
）
４
１
７
１
ま
で
。
 

 育
成
資
金
を
貸
付
し
ま
す
 

 　
自
動
車
事
故
で
死
亡
ま
た
は
重
度
の

後
遺
障
害
を
受
け
た
方
の
０
歳
か
ら
中
 

学
卒
業
ま
で
の
お
子
さ
ん
を
対
象
に
無

利
子
で
貸
付
け
し
ま
す
。
 

貸
付
金
額
　
一
時
金
　
十
五
万
五
千
円
 

貸
付
期
間
中
　
月
額
二
万
円
 

小
中
学
校
入
学
支
度
金
　
四
万
四
千
円
 

返
還
方
法
　
貸
付
期
間
後
、
六
ヵ
月
ま

た
は
一
年
据
え
置
い
て
か

ら
、
月
賦
、
半
年
賦
、
年

賦
に
よ
る
二
十
年
以
内
の

均
等
払
い
に
な
り
ま
す
。

（
高
校
、
大
学
な
ど
に
進

学
さ
れ
た
場
合
、
在
学
期

間
は
返
還
を
猶
予
）
 

※
自
動
車
事
故
に
よ
り
重
度
の
後
遺
障

害
を
持
つ
た
め
、
常
時
ま
た
は
随
時

に
介
護
を
必
要
と
す
る
方
に
は
「
介

護
料
支
給
制
度
」
も
あ
り
ま
す
。
 

　
詳
し
く
は
自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ

ー
釧
路
支
所
業
務
課
�
1
０
１
５
４
（
５

１
）
７
３
３
７
ま
で
。
 

 イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
接
種
の
お
知
ら
せ
 

 　
町
立
中
標
津
病
院
で
は
、
今
年
度
の

「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
」
接
種

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
 

　
詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

☆
接
種
回
数
 

①
小
学
生
ま
で
二
回
（
二
回
目
は
、
初

回
の
約
四
週
間
後
）
 

②
中
学
生
一
回
 

③
高
校
生
〜
六
十
九
歳
ま
で
一
回
 

④
七
十
歳
以
上
二
回
（
二
回
目
は
、
初

回
の
約
四
週
間
後
）
 

☆
接
種
料
金
 

・
中
学
生
以
下
　
一
人
一
回
二
千
五
百

円
（
税
込
み
）
 

・
高
校
生
以
上
　
一
人
一
回
三
千
八
百

七
十
円
（
税
込
み
）
 

☆
接
種
日
時
 

・
中
学
生
以
下
（
小
児
）
 

　
毎
週
月
曜
日
か
水
曜
日
の
午
後
二
時

半
〜
三
時
半
に
再
来
受
付
機
ま
た
は
一

階
総
合
受
付
窓
口
に
て
受
け
付
け
し
て

く
だ
さ
い
。
小
児
科
外
来
受
診
の
上
、

接
種
し
ま
す
。
 

・
高
校
生
以
上
（
大
人
）
 

　
接
種
の
み
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
毎

週
木
曜
日
午
後
三
時
〜
午
後
四
時
に
一

階
総
合
受
付
窓
口
に
て
受
付
け
し
て
く

だ
さ
い
。
内
科
外
来
受
診
の
上
、
接
種

し
ま
す
。
 

　
慢
性
疾
患
な
ど
で
受
診
さ
れ
て
い
る

方
は
、
受
診
日
に
内
科
外
来
窓
口
へ
申
 

し
出
く
だ
さ
い
。
同
日
接
種
し
ま
す
。
 

      「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」
の

ご
利
用
を
 

 　
お
子
さ
ん
が
高
等
学
校
、
短
期
大
学
、

大
学
、
専
門
学
校
に
入
学
・
在
学
ま
た

は
海
外
留
学
（
六
ヵ
月
以
上
）
さ
れ
る

方
の
保
護
者
に
学
生
・
生
徒
一
人
に
つ

き
二
百
万
円
以
内
を
ご
融
資
い
た
し
ま
す
。

返
済
期
間
は
十
年
以
内
で
在
学
期
間
中

は
元
金
据
え
置
き
が
可
能
で
す
。
 

　
詳
し
く
は
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
釧

路
支
店
�
1
０
１
５
４
（
２
２
）
８
１

３
１
ま
で
 

　　　　９月30日現在住民登録人口 

　　　町の人口 
　　　　  男 
　　 　　 女 
　　　世 帯 数 

（　） 内は前月比 

誕生19人  死亡12人  転入71人  転出56人　 

23,583（＋25） 
11,606（＋10） 
11,977（＋15） 
9,578（＋10） 



なかしべつ 

　北海道遺産構想推進協議会は、「根釧台地の格子状防風林」（中標津町・標津町・別海町・
標茶町）など25件を選定しました。選定されたこの日本一の防風林は、北海道が開拓にあたり
最初に植民区画として設定された貴重な遺産です。 
　今後、北海道内はもとより広く全国に向けて、この重要性をPRしながら育てる遺産としてそ
の保全と活用に努めていきます。 

平成13年 11なかしべつ 

 

こ
の
広
報
紙
は
資
源
保
護
の
た
め
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
　
　 

VOL.467

　ユニオンズは、現在４年生から６年生までの10人（う
ち男子１人）と人数は少ないですが、メンバー全員少
しでもバレーボールがうまくなりたいと、毎日練習を
しています。指導には、地域のお母さんばかりでなく
中標津からも指導に来ていただいています。お母さん
たちの応援も心強い味方です。 
　練習の中で一番大切にしていることは、子どもたち
一人ひとりが相手を思いやり、自分の心を強くするた
めに大きな声、元気な挨拶をしていくようにしている
ことです。「練習は厳しくても、試合に出て勝つ喜び
を…」と、一勝を目指し全員で頑張っています。 

【活動内容】 
計根別小体育館で毎週月～金曜日に練習している。 
今年の道新カップに出場。今月行われる中標津町小学生バレーボール大会に向
けて、選手一丸となって練習中。 

これまでの活動で一番印象に残っていること 

試合で、失敗しても成功してもみんなで励ま

し合ったこと 

活動の中で楽しかったこと、やっていてよか

ったと思うこと 

違うチームの選手と練習したり試合をして、

たくさん友達ができたこと 

活動の中でつらかったこと、悲しかったこと 

練習で考えていたことが、試合になるとうま

く行かなかったこと 

これからの目標 

みんなで仲良く協力していきたい 

計根別ユニオンズ 
スポーツ少年団 
　団体の名称　計根別ユニオンズスポーツ少年団 
　設立年月日　平成５年４月 
　代　表　者　桑島由美子　（計根別小学校内　18-2062） 

計根別小（６年） 

キャプテン　渡　邊　礼　南さん 

はばた
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